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令和７年１２月  



「刈谷市犯罪被害者等支援条例」について  

１ 背景  

本市の犯罪被害者等支援については、平成２２年に制定した「刈谷市安全

なまちづくり条例」において、「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るため、

犯罪被害者等基本法に基づき、関係機関と連携を図りながら情報提供、相

談、広報、啓発他必要な支援を行う」旨を定め、相談窓口の設置や啓発等に

より犯罪被害者等の支援に取り組んでまいりました。  

そうした中、京都アニメーションの放火事件はじめ、凶悪犯罪・大規模犯

罪の発生を受け、犯罪被害者等基本法に基づき令和３年３月に策定された

「第４次犯罪被害者等基本計画」においては、地方公共団体で犯罪被害者等

支援に特化した条例等を策定し、総合的かつ計画的な犯罪被害者等支援する

ことを促進することが掲げられました。  

 こうした犯罪被害者等の支援の情勢を受け、支援の更なる充実を図るた

め、今回条例を制定することとしました。  

 

２ 条例の骨子案  

（１）目的  

この条例は、犯罪被害者等基本法 (平成１６年法律第１６１号 )に基づ

き、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の

責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援に関する施策の基本と

なる事項を定めることにより、当該施策を総合的かつ計画的に推進し、も

って犯罪被害者等の心に寄り添い、犯罪被害者等の権利利益の保護、受け

た被害の回復又は軽減及び生活の再建を図るとともに、市民が安全で安心

して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とします。  

【解説】  

この条例が規定する内容の概要と、制定の目的を定めています。  

  犯罪等に巻き込まれた被害者やその家族又は遺族（以下「犯罪被害者

等」といいます。）は、直接的な被害に加え、周囲の無理解や配慮に欠ける

言動等による間接的な被害、いわゆる「二次被害」に苦しめられることも



少なくありません。  

  このような状況のもと、平成１６年に犯罪被害者等基本法（平成１６年

法律第１６１号。以下「法」といいます。）が制定され、犯罪被害者等に対

する支援等に関し、国、地方公共団体及び国民の責務が明記されました。  

  この条例は、法に定める目的や理念を実現するために、犯罪被害者等の

支援に関する基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにし、

支援の基本となる事項を定め、その規定に基づいて、犯罪被害者等への支

援を総合的かつ計画的に実施することにより、「犯罪被害者等の心に寄り添

い、犯罪被害者等の権利利益の保護、受けた被害の回復又は軽減及び生活

の再建を図ること」、「市民が安全で安心して暮らすことのできる地域社会

の実現に寄与すること」を目的として規定しています。  

【参考】  

犯罪被害者等基本法  

（目的）  

第一条 この法律は、犯罪被害者等のための施策に関し、基本理念を定

め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、

犯罪被害者等のための施策の基本となる事項を定めること等により、犯

罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって犯罪被害

者等の権利利益の保護を図ることを目的とする。  

 

（２）定義  

この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによります。  

①犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいい

ます。  

② 犯罪被害者等 犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族

をいいます。  

③ 二次被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、加害者及びそ



の関係者の不誠実な言動、周囲の者の理解又は配慮に欠ける言動、イン

ターネット等を通じて行われる誹
ひ

謗
ぼう

中傷、報道機関による過剰な取材、

マスメディアの報道等により犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体

の不調、名誉の毀損、生活の平穏及びプライバシーの侵害、経済的な損

失その他の被害をいいます。  

④ 再被害 犯罪被害者等が当該犯罪等の加害者から再び受ける被害を

いいます。  

⑤ 市民 市内に住所を有し、通勤し、通学し、又は滞在する者をいい

ます。  

⑥ 関係機関等 国、愛知県、警察、犯罪被害者等の支援を行う団体そ

の他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいいます。  

【解説】  

用語の意義を定めています。  

①   法において「犯罪等」は、「犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を

及ぼす行為」と定義されていることから、本市の条例においてもこれに基

づいています。  

「犯罪」とは、殺人、強盗、放火、不同意性交、傷害等、刑法その他の

刑罰法規の規定により、刑罰を科せられる行為をいいます。  

「これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為」とは、刑罰を科せられ

る行為ではないが、それに類似する行為であって、行為の相手方の心身に

有害な影響を及ぼすような性質を有する行為をいい、例えば、以下のよう

な行為が該当します  。  

ア 「ストーカー行為等の規制等に関する法律  （平成１２年法律第８１

号）」  

に規定されているつきまとい等で、反復しない程度のものであって

も、身体の安全、  住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自

由が著しく害される不安を覚えさせる行為をいい、具体的には、特定

の人に対して、つきまとい、見張りをするなど、不安を抱かせること

をいいます。  



イ 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成

１３年法律第３１号）」に規定されている「身体に対する暴力に準ずる

心身に有害な影響を及ぼす言動」をいい、具体的には、人格を否定す

るような暴言などの精神的暴力等をいいます。  

ウ 「児童虐待の防止等に関する法律（平成１２年法律第８２号）」に規

定されている「児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食」

等をいい、具体的には、適切な食事を与えず、子どもの健康・安全へ

の配慮を怠ることをいいます  。  

② 「犯罪被害者等」は、法における定義を踏まえ、「犯罪等により被害を

受けた者及びその家族又は遺族」とします。家族又は遺族は、法的な身

分にかかわらず、事実上これに同視し得る立場のものも含まれます。  

③ 二次被害について、具体的な事例を用いて定義しました。犯罪被害者

等は、当該犯罪の加害者から受ける直接的な被害（一次被害）のほか、

第三者からの行為による二次被害を受ける恐れがあります。  

④ 再被害について、二次被害と混同されないよう、明確に規定しまし

た。同じ加害者から複数回にわたって受ける被害（ドメスティック・バ

イオレンス、ストーカー行為の被害）は再被害です。  

⑤ 関係機関等とは、国、県及び他の市町村、警察、犯罪被害者等支援を

行う公共的団体（弁護士会、医師会、臨床心理士会、社会福祉協議会な

どが考えられます。）、民間支援団体など、犯罪被害等支援に関係する全

ての機関・団体をいいます。  

【参考】  

犯罪被害者等基本法  

（定義）  

第二条 この法律において「犯罪等」とは、犯罪及びこれに準ずる心身に

有害な影響を及ぼす行為をいう。  

２ この法律において「犯罪被害者等」とは、犯罪等により害を被った者

及びその家族又は遺族をいう。  

 



 （３）基本理念  

① 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んじ

られ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されるよ

う、配慮して行われなければなりません。  

② 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び

平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、社会において孤

立することなく、犯罪被害者等の置かれている状況その他の事情に応

じて、適切に途切れることなく行われなければなりません。  

③ 犯罪被害者等の支援は、二次被害及び再被害を生じさせることのな

いよう配慮するとともに、市、市民、事業者、関係機関等又はその他

の地方公共団体が相互に連携し、及び協力して推進されなければなり

ません。  

【解説】  

 犯罪被害者等を支援するための基本理念を、法の基本理念に基づき定め

ています。  

① 個人の尊厳は、憲法に規定されています。すべての人が人間として尊

く厳かな存在ですが、犯罪被害者等はその尊厳を著しく損なわれてお

り、その尊厳を取り戻すために、市の施策は犯罪被害者等の尊厳を最大

限に尊重し、その尊厳にふさわしい処遇を保障するものでなければなり

ません。  

② 犯罪被害者等への支援は、時間の経過や生活環境、支援の効果などに

より必要な支援内容が変化することが考えられます。犯罪被害者等が平

穏な生活を取り戻すまで、犯罪被害者等が置かれている状況や事情はじ

め具体的状況に応じて、必要かつ有効な支援を、適切に途切れることな

く提供することを明確にしています。  

③ 犯罪被害者等への支援の過程において、二次被害や再被害が発生しな

いよう、十分に配慮するとともに、市、市民、事業者及び関係機関等が

連携及び協力することとしています。  

【参考】  



犯罪被害者等基本法  

（基本理念）  

第三条 すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふ

さわしい処遇を保障される権利を有する。  

２ 犯罪被害者等のための施策は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が

置かれている状況その他の事情に応じて適切に講ぜられるものとする。  

３ 犯罪被害者等のための施策は、犯罪被害者等が、被害を受けたときか

ら再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援

等を途切れることなく受けることができるよう、講ぜられるものとす

る。  

 

 （４）市の責務  

市は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援に必要な施策を策定

し、及び実施しなければなりません。  

 【解説】  

基本理念を受けて、市の責務を定めています。  

犯罪被害者等が必要とする支援は多岐にわたることから、市は、犯罪被

害者等を支援するために必要な施策を策定し、及び実施することを明記し

ています。  

なお、法第５条にも「地方公共団体の責務」が定められています。  

 【参考】  

犯罪被害者等基本法  

（地方公共団体の責務）  

第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援等に

関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状

況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。  

 

 （５）市民の責務  



① 市民は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の置かれている状況及

び支援の必要性について理解を深め、二次被害が生ずることのないよ

う十分な配慮に努めなければなりません。  

② 市民は、市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する

施策に協力するよう努めなければなりません。  

【解説】  

 基本理念を受けて、市民の責務を定めています。  

  法第６条で定める「国民の責務」の趣旨を踏まえ、より具体的に市民に

求めることを示したものです。  

 ①  犯罪被害者等は、犯罪等による直接的な被害にとどまらず、二次被害

により大きな精神的苦痛等を受け、被害からの回復が遅れることも少な

くありません。地域社会を構成する住民一人一人が、犯罪被害者等の二

次被害や孤立の防止、被害からの回復、生活再建の担い手となることが

できるよう、市民には、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者

等支援の必要性などについて理解すること、二次被害が生じることがな

いよう配慮することが必要です。  

② 社会全体で犯罪被害者等を支えるため、市が実施する犯罪被害者等支

援に協力することを明記しています。  

 【参考】  

犯罪被害者等基本法  

（国民の責務）  

第六条 国民は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのない

よう十分配慮するとともに、国及び地方公共団体が実施する犯罪被害者

等のための施策に協力するよう努めなければならない。  

 

 （６）事業者の責務  

① 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっと

り、犯罪被害者等の置かれている状況及び支援の必要性について理解



を深め、二次被害が生ずることのないよう十分な配慮に努めなければ

なりません。  

② 事業者は、その雇用する犯罪被害者等の就労及び勤務について、十

分な配慮に努めなければなりません。  

③ 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、市及び関係機関等が

実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めなけれ

ばなりません。  

【解説】  

  基本理念を受けて、事業者の責務を定めています。  

  事業者とは、市内で事業活動を行う法人又は個人を指します。  

① 事業者は、事業活動の中で犯罪被害者等と接する場合や、従業員等が

犯罪被害者等となった場合に、二次被害が生じることのないよう十分な

配慮が必要です。加えて、従業員等に対しては、犯罪被害者等への理解

を深めるために、啓発活動や研修を実施するなど、事業者の理解と協力

が不可欠となります。  

②   犯罪被害者等となった従業員が、犯罪被害による直接的な心身への影

響や通院、捜査や裁判手続きへの対応をはじめとするさまざまな事情に

よって仕事を休まざるを得ない場合、職場の理解と協力、配慮が求めら

れます。加えて、被害に遭う前と同じように働くことができるよう、事

業者には職務内容や勤務体制など職場環境の整備に特段の配慮が必要と

なります。  

 ③  市が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力することを明記し

ています。  

 

 （７）総合支援窓口の設置  

市は、犯罪被害者等の支援を総合的に行うための窓口を設置するものと

します。  

【解説】  



犯罪被害者等支援に関する窓口の設置について定めています。  

市の総合支援窓口をくらし安心課に設置します。  

 

 （８）相談及び情報の提供等  

市は、犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができる

よう、犯罪被害者等が直面している問題について相談に応じ、必要な情報

の提供及び助言を行うとともに、関係機関等及びその他の地方公共団体と

の連絡調整を行うものとします。  

【解説】  

  法第１１条で定める「相談及び情報の提供等」の趣旨を踏まえ、市が行

う相談や情報提供、助言及び関係機関等について定めています。  

犯罪被害者等が直面する困難な状態は多岐にわたり、犯罪被害者等の支

援は多様な支援を求められることから、市は犯罪被害者等に対して、必要

に応じて相談、情報提供や助言を行うとともに、関係機関等と連絡調整を

行います。  

また、愛知県の多機関ワンストップサービス体制に参画し、愛知県をは

じめ警察や民間支援団体等と情報共有、連携及び協力をします。  

 【参考】  

犯罪被害者等基本法  

（相談及び情報の提供等）  

第十一条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活

を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面してい

る各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、

犯罪被害者等の援助に精通している者を紹介する等必要な施策を講ずる

ものとする。  

 

 （９）経済的負担の軽減  

市は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、



経済的な助成に関する情報の提供及び助言、支援金の支給その他必要な支

援を行うものとします。  

【解説】  

  犯罪被害者等の経済的負担の軽減を目的とした施策について定めていま

す。  

  法第１３条で定める「給付金の支給に係る制度の充実等」の趣旨を踏ま

えた規定です。  

犯罪被害者等への経済的支援としては、国（警察庁）の「犯罪被害給付

制度」や「愛知県犯罪被害者等見舞金」があるため、そうした国等の助成

に関する情報の提供等を行います。  

また、本市においても要綱を定め、犯罪被害等の発生後にできるだけ速

やかに経済的な支援を行います。  

【参考】  

犯罪被害者等基本法  

（給付金の支給に係る制度の充実等）  

第十三条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が受けた被害による経済

的負担の軽減を図るため、犯罪被害者等に対する給付金の支給に係る制

度の充実等必要な施策を講ずるものとする。  

 

 （１０）日常生活の支援  

市は、受けた被害により日常生活を営むことについて支障がある犯罪被

害者等が早期に平穏な日常生活を営むことができるよう必要な支援を行う

ものとします。  

 【解説】  

犯罪被害者等が日常生活を営むことが難しい場合に、早期に平穏な日常

生活を営むことができるよう、必要な支援を行うことを定めています。  

  犯罪被害者等は、被害を受けることにより生活が一変し、それまででき

ていたことができなくなるなど、日常生活の維持が困難になることがあり



ます。  

  犯罪被害者等の支援にあたっては、犯罪被害等の実情を把握した上で、

個々の状況に応じて、市の制度をできる限り活用するとともに、関係機関

等と連携を図ることが重要です。  

本市は、要綱を定め、犯罪被害者等へ食事の配達や家事等の支援を行う

ヘルパー派遣などを実施し、犯罪被害者等の日常生活を支援します。  

 

 （１１）心身に受けた被害の回復又は軽減  

市は、犯罪被害者等が心理的外傷その他の心身に受けた被害を回復し、

又は軽減することができるようにするため、その心身の状況等に応じた適

切な保健医療サービス及び福祉サービスが提供されるよう必要な支援を行

うものとします。  

 【解説】  

  犯罪被害者等が心身に受けた被害を回復又は軽減させるために必要な支

援を行うことについて定めています。  

 法第１４条で定める「保健医療サービス及び福祉サービスの提供」の趣

旨を踏まえた規定です。  

犯罪等により、犯罪被害者等が  急性ストレス障害、心的外傷後ストレス

障害、うつ病など心身への深刻な影響を受けることで、社会生活機能が阻

害される可能性もあることから、犯罪被害者等の状況に応じて必要とされ

る保健医療・福祉サービスを適切に提供し、心身への損害の回復を図るも

のです。  

 

【参考】  

犯罪被害者等基本法  

（保健医療サービス及び福祉サービスの提供）  

第十四条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が心理的外傷その他犯罪

等により心身に受けた影響から回復できるようにするため、その心身の

状況等に応じた適切な保健医療サービス及び福祉サービスが提供される



よう必要な施策を講ずるものとする。  

 

 （１２）生活再建の支援  

市は、犯罪被害者等の日常生活及び社会生活の再建を図るため、居住支

援、就労支援その他必要な支援を行うものとします。  

【解説】  

  犯罪被害者等が日常生活及び社会生活の再建を図るために、居住や就労

のほか、必要な支援を行うことについて定めています。  

  法第１６条で定める「居住の安定」、法第１７条で定める「雇用の安定」

の趣旨を踏まえた規定です。  

  居住支援は、犯罪被害者等がこれまで住んでいた住居に居住することが

困難となった場合や、加害者が犯罪被害者等の住居を認知していること

で、再被害が想定される場合などに、一時的に市営住宅に入居できるよう

配慮します。  

  就労支援は、犯罪被害者等が職を失うことがないよう、事業者に対し、

職場環境の整備改善などの情報提供や啓発を行うとともに、犯罪等の被害

により職を失った犯罪被害者が就労するための支援を関係機関等と連携し

て行います。  

  その他、犯罪被害者等の置かれている状況に応じて、必要な支援を行い

ます。  

【参考】  

犯罪被害者等基本法  

（居住の安定）  

第十六条 国及び地方公共団体は、犯罪等により従前の住居に居住するこ

とが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、公営住宅（公

営住宅法（昭和二十六年法律第百九十三号）第二条第二号に規定する公

営住宅をいう。）への入居における特別の配慮等必要な施策を講ずるもの

とする。  

（雇用の安定）  



第十七条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るた

め、犯罪被害者等が置かれている状況について事業主の理解を深める等

必要な施策を講ずるものとする。  

 

 （１３）広報及び啓発  

市は、市民及び事業者が犯罪被害者等の置かれている状況、二次被害の

発生の防止の重要性その他犯罪被害者等の支援に関する事項について理解

を深めることができるよう広報及び啓発を行うものとします。  

【解説】  

  犯罪被害者等支援について、市民や事業者の理解の増進を図ることを定

めています。  

  法第２０条で定める「国民の理解の増進」の趣旨を踏まえた規定です。  

市は、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の平穏な生活へ

の配慮の重要性等について、市民や事業者の理解が深まるよう、市民だよ

りやホームページへの掲載、SNS 発信、犯罪被害者等支援パネル展など広

報・啓発活動を行います。  

【参考】  

犯罪被害者等基本法  

（国民の理解の増進）  

第二十条 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、犯罪

被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配

慮の重要性等について国民の理解を深めるよう必要な施策を講ずるものと

する。  

 

 （１４）人材の育成  

市は、犯罪被害者等の支援の充実を図るため、相談、助言その他の犯罪

被害者等の支援を行う人材を育成するために必要な施策を実施するものと

します。  



 【解説】  

  犯罪被害者等の支援を担う人材を育成するため、市が必要な施策を講じ

ることについて定めています。  

犯罪被害者等の相談に応じ、適切な支援を行うためには、支援に資する

様々な制度に関する知識に加え、犯罪被害者等の心身の健康を回復させる

ための知識・技能が求められます。また、支援を行う者が、自らの言動に

より犯罪被害者等に二次被害を与えることのないようにするために、研修

など人材育成に関する施策の実施について定めるものです。  

 

 （１５）意見の反映  

市は、犯罪被害者等の支援に関する施策の適正な策定及び実施に資する

ため、犯罪被害者等の意見を把握し、市の施策に反映させるよう努めるも

のとします。  

【解説】  

犯罪被害者等支援における施策に、犯罪被害者等の意見を反映させるこ

とについて定めています。  

法第２３条で定める「意見の反映及び透明性の確保」の趣旨を踏まえた

規定です。  

  犯罪被害者等のための施策は、犯罪被害者等の置かれている状況に応じ

て講じられるものであり、そのニーズを正確に把握し、犯罪被害者等の視

点に立って策定、実施される必要があります。  

【参考】  

犯罪被害者等基本法  

（意見の反映及び透明性の確保）  

第二十三条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等のための施策の適正な

策定及び実施に資するため、犯罪被害者等の意見を施策に反映し、当該

施策の策定の過程の透明性を確保するための制度を整備する等必要な施

策を講ずるものとする。  

 



 （１６）個人情報の適切な管理  

市は、犯罪被害者等の支援における個人情報の保護の重要性を認識し、

犯罪被害者等に係る個人情報を適切に管理するものとします。  

 【解説】  

 犯罪被害者等にかかる個人情報の適切な管理について定めています。  

個人情報の適切な管理とは、支援時に把握した犯罪被害者等に係る個人

情報が流出しないように管理すること、支援を行う者に対し適切な情報管

理を促すこと等をいいます。  

犯罪被害者等支援に必要な施策は多岐にわたるため、施策を担当する各

部局において、個人情報を適切に管理する必要があります。  

 

 （１７）委任  

この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市

長が別に定めます。  

【解説】  

  この条例に規定されている事項のほかに、施行に必要な事項がある場

合、市長が別に定めることについて定めています。  

 


